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２
０
２
５
年
の
年
金
制
度
改
革

に
向
け
、
厚
生
労
働
省
の
審
議
会

等
で
具
体
的
な
議
論
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。
主
要
テ
ー
マ
の
1
つ
は

「
老
後
の
所
得
格
差
縮
小
」で
、満

額
で
も
月
約
６
万
８
０
０
０
円
の

国
民
年
金（
基
礎
年
金
）
の
底
上

げ
策
が
軸
と
な
る
。
同
省
は
４
月
、

国
民
年
金
の
加
入
期
間（
20
～
60

歳
に
な
る
迄
）
を「
65
歳
に
な
る

迄
」へ
５
年
延
ば
す「
効
果
」等
を

試
算
し
、
公
表
す
る
と
表
明
し
た

が
、
年
金
局
内
か
ら
は「
何
れ
も

ハ
ー
ド
ル
は
高
い
」（
幹
部
）と
↘

の
懸
念
が
漏
れ
る
。

公
的
年
金
は
定
額
の
国
民
年
金
の
上
に
報
酬
比
例
部
分
が

乗
る
２
階
建
て
。
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
給
付
を
抑
え
て
年

金
財
政
を
安
定
さ
せ
る
政
策
に
よ
り
、
モ
デ
ル
世
帯
の
年
金

給
付
水
準（
現
役
世
代
の
平
均
的
手
取
り
に
対
す
る
年
金
額

の
割
合
）は
19
年
度
の
61
・
７
％
か
ら
47
年
度
に
は
50
・
８

％
と
２
割
程
目
減
り
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

国
民
年
金
部
分
は
更
に
厳
し
く
、
36
・
４
％
か
ら
26
・
２

％
へ
下
が
る
３
割
減
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
報
酬
比
例
部
分

が
有
る
の
は
正
規
雇
用
さ
れ
た
人
が
中
心
で
、
非
正
規
雇
用

者
、
自
営
業
者
、
無
職
業
者
は
国
民
年
金
の
み
と
な
る
。
給

付
拡
充
は
避
け
ら
れ
な
い
課
題
だ
。

国
民
年
金
の
充
実
は
、
中
低
所
得
で
報
酬
比
例
部
分
が
有

る
人
へ
の
恩
恵
も
大
き
い
。
報
酬
比
例
部
分
が
少
な
い
分
、↘

月
16
日
に
厚
労
省
が
５
年
延
長
案
を
審
議
会
の
議
題
に
乗
せ

る
や
、ネ
ッ
ト
上
に
は「
契
約
違
反
だ
」「
詐
欺
国
家
か
」と
い

っ
た
書
き
込
み
で
溢
れ
、
ほ
ぼ
批
判
一
色
に
染
ま
っ
た
。

国
民
年
金
の
24
年
度
の
保
険
料
は
、
前
年
度
比
で
月
額
４

６
０
円
増
の
１
万
６
９
８
０
円
に
な
っ
た
ば
か
り
。
25
年
度

は
更
に
５
３
０
円
増
と
２
年
連
続
の
ア
ッ
プ
が
確
定
し
て
い

る
。
た
だ
で
さ
え
月
に
１
万
７
５
１
０
円
の
負
担
と
な
る
の

に
、
加
入
期
間
が
５
年
延
び
れ
ば
総
額
で
約
１
０
５
万
円
の

負
担
増
と
な
る
計
算
だ
。

国
会
で
は
、
医
療
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
す
る「
子

育
て
支
援
金
」に
対
す
る
野
党
の
攻
撃
が
激
し
さ
を
増
し
て

い
る
最
中
で
も
あ
る
。
支
援
金
の
拠
出
で
保
険
料
が
月
１
０

０
０
円
増
と
な
る
人
も
少
な
く
な
い
中
、
厚
労
省
幹
部
は

「
国
民
年
金
の
給
付
充
実
に
直
結
す
る
事
が
中
々
伝
わ
ら
な

い
。
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
か
っ
た
か
な
」と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
。

ま
た
、
２
分
の
１
の
国
庫
負
担
が
付
く
国
民
年
金
は
、
給

付
を
増
や
せ
ば
税
金
投
入
額
も
増
す
。
財
務
省
の
強
い
抵
抗

は
必
至
だ
。
将
来
的
に
は
１
兆
円
を
超
す
税
財
源
を
要
し
、

恒
久
制
度
と
す
る
に
は
増
税
が
避
け
ら
れ
ず
、
一
層
ハ
ー
ド

ル
は
上
が
る
。
当
面
、
延
長
期
間
５
年
分
の
給
付
財
源
は
保

険
料
の
み
と
し
、
国
庫
負
担
は
付
け
な
い
案
も
模
索
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
は
高
所
得
層
か
ら
中
低
所
得
層
へ
の

所
得
再
分
配
機
能
が
弱
ま
り
、「
格
差
縮
小
」効
果
が
小
さ
く

な
る
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
。

国
民
年
金
加
入
期
間
を
５
年
延
長
す
る
案
の
他
に
も
厚
労

省
は
、
▽
給
料
の
高
い
人
の
厚
生
年
金
保
険
料
を
増
や
す
▽

働
い
て
給
料
を
得
て
い
る
高
齢
者
の
年
金
減
額
を
緩
和
し
た

り
止
め
た
り
す
る
▽
厚
生
年
金
の
更
な
る
適
用
拡
大
▽
厚
生

年
金
の
保
険
料
を
使
っ
て
国
民
年
金
の
給
付
を
底
上
げ
す
る

―
―
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
制
度
改
革
の
選
択
肢
と
し
て

効
果
を
試
算
す
る
、
と
し
た
。
５
年
に
１
度
の「
年
金
財
政

検
証
」の
結
果
と
し
て
、
今
夏
に
も
公
表
す
る
予
定
だ
。

と
は
言
え
、
負
担
増
に
繋
が
る
も
の
も
多
い
上
、
働
く
高

齢
者
の
年
金
減
額
を
緩
和
す
れ
ば
給
付
額
が
大
幅
に
増
え
、

年
金
財
政
を
損
な
う
恐
れ
も
有
る
。
前
回
の
制
度
改
革
で
は

見
送
ら
れ
た
。
厚
労
省
年
金
局
の
悩
み
は
深
い
。

全
体
に
占
め
る
国
民

年
金
の
割
合
が
高
く
、

財
源
の
半
分
が
税
金

の
国
民
年
金
を
底
上

げ
す
れ
ば
、
少
な
い

保
険
料
で
よ
り
厚
い

年
金
を
受
給
出
来
る

か
ら
だ
。
同
省
が
19

年
に
示
し
た
試
算
で

は
、
５
年
延
長
に
よ

っ
て
モ
デ
ル
世
帯
の

給
付
水
準
は
50
・
８
％
か
ら
57
・
６
％
へ
と
６
・
８
ポ
イ
ン

ト
ア
ッ
プ
す
る
と
し
て
い
た
。

た
だ
、
国
民
の
理
解
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
４
↖

第
194
回 

難
航
必
至
の
年
金
改
革  

負
担
増
の
恐
れ
も


